
《 長崎新聞 令和2年6月22日朝刊より 》
※新聞記事のレイアウトを変更しております。

【
質
問
】
政
府
の
受
動
喫
煙
の
防
止
策
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

（
33
歳
、
女
性
）

受
動
喫
煙
防
止

【
回
答
】「
望
ま
な
い
受
動

喫
煙
の
防
止
」
を
目
的
と
し
て
、

2
0
2
0
年
4
月
1
日
か
ら

改
正
健
康
増
進
法
が
全
面
施
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省

の
報
告
に
よ
る
と
、
15
年
度
の

喫
煙
に
よ
る
社
会
的
損
失
額
の

推
計
は
2
兆
5
0
0
億
円
で

す
。
内
訳
は
▽
医
療
費
1
兆

6
9
0
0
億
円
▽
介
護
費
2

6
0
0
億
円
▽
た
ば
こ
に
よ

る
火
災
な
ど
の
関
連
費
1
千

億
円
―
で
す
。

加
え
て
、
喫
煙
者
本
人
の
寿

命
を
男
性
で
は
8
年
、
女
性

で
は
10
年
短
く
す
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
回
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で

は
、
喫
煙
者
が
よ
り
重
症
化
す

る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
喫
煙
所

は
「
3
密
（
密
閉
、
密
集
、

密
接
）」
と
な
る
場
所
で
す
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

た
ば
こ
の
煙
に
よ
る
受
動
喫

煙
が
な
け
れ
ば
、
年
間
1
万

5
千
人
が
、
肺
が
ん
、
脳
卒

中
、
心
筋
梗
塞
、
乳
幼
児
突
然

死
症
候
群
な
ど
の
疾
患
で
死
亡

せ
ず
に
済
ん
だ
と
の
推
計
が
あ

り
ま
す
。
受
動
喫
煙
が
原
因
の

医
療
費
は
、
3
3
0
0
億
円

と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
禁
煙
、

受
動
喫
煙
の
防
止
は
社
会
的
損

失
を
防
ぐ
最
良
の
方
法
で
す
。

改
正
健
康
増
進
法
の
施
行
に

伴
い
、
喫
煙
で
き
る
場
所
が
厳

格
に
規
定
さ
れ
、
違
反
し
た
場

合
は
罰
則
（
過
料
）
が
科
せ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
多

数
の
人
が
利
用
す
る
施
設
や
、

旅
客
運
送
事
業
船
舶
・
鉄
道
、

飲
食
店
な
ど
の
施
設
で
は
、
原

則
屋
内
禁
煙
と
な
っ
て
い
ま
す
。

喫
煙
室
を
設
け
る
こ
と
は
許
可

さ
れ
ま
す
が
、
学
校
、
病
院
、

児
童
福
祉
施
設
、
行
政
機
関
な

ど
は
、
屋
外
を
含
め
た
敷
地
内

で
の
喫
煙
が
禁
止
で
す
。

許
可
さ
れ
る
喫
煙
室
は
4

種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
⑴
喫

煙
専
用
室＝

喫
煙
可
・
飲
食
提

供
不
可
（
一
般
的
な
事
業
者
が

設
置
）
⑵
加
熱
式
た
ば
こ
専
用

喫
煙
室＝

加
熱
式
た
ば
こ
の
み

喫
煙
可
・
飲
食
提
供
可
（
経
過

措
置
と
し
て
、
一
般
的
な
事
業

者
が
設
置
）
⑶
喫
煙
目
的
室＝

喫
煙
可
・
飲
食
提
供
可
（
シ

ガ
ー
バ
ー
や
た
ば
こ
販
売
所
、

公
共
喫
煙
施
設
な
ど
の
特
定
目

的
施
設
に
限
定
）
⑷
喫
煙
可
能

室＝

喫
煙
可
・
飲
食
提
供
可

（
経
過
措
置
と
し
て
、
即
座
の

喫
煙
専
用
室
な
ど
の
設
置
が
難

し
い
小
規
模
の
特
定
飲
食
提
供

施
設
に
限
定
）
―
で
す
。

喫
煙
で
き
る
場
所
に
は
掲
示

板
を
設
置
し
、
周
知
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
違
反
す
る
と
、

喫
煙
者
の
み
な
ら
ず
施
設
管
理

者
に
も
責
任
が
及
び
ま
す
。
喫

煙
者
の
受
動
喫
煙
に
対
す
る
配

慮
は
「
マ
ナ
ー
」
か
ら
「
ル
ー

ル
」
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
喫

煙
者
だ
け
で
な
く
、
喫
煙
場
所

を
提
供
す
る
事
業
者
に
お
い
て

も
、
改
正
健
康
増
進
法
を
守
ら

な
け
れ
ば
違
法
と
な
り
ま
す
。

法
を
順
守
し
た
喫
煙
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

（
県
医
師
会
）

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

質問をどうぞ この欄では県医師会が医療制度全般の質問
にお答えします。質問希望の方は知りたい

内容を分かりやすくまとめ、〒852－8601、長崎市茂里町3 の 1、長崎
新聞社生活文化部「医療制度Ｑ＆Ａ」係までお送りください。不明な点
をお聞きする場合がありますので住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
明記してください。なお、直接本人への回答はいたしません。

改改
正正
法法
44
月月
にに
全全
面面
施施
行行
「
マ
ナ
ー
」
か
ら

「
ル
ー
ル
」
へ
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